
犯罪被害給付制度の見直し（Ｒ５／６・山口新聞）
刑法及び刑事訴訟法の改正（Ｒ５／６）
山口市が犯罪被害者支援条例の制定へ
（Ｒ５／７・山口新聞）

移動教室／出前教室

検察庁の役割や刑事手続を知っていただくため、広
報活動を実施しています。
内容はご要望に合わせることが可能です。
お気軽にお問い合わせください。

山口地方検察庁 検察広報官
（０８３－９２２－１４８０）

山口地検 ふれあい通信
山口地検ＨＰ

Ｖｏｌ．３

犯罪が発生することは被害
に遭った人がいるということ

被害者と刑事手続・検察庁の役割

被害に遭われた人が裁判に
参加することもあります。

昭和２８年 刑事訴訟法の一部改正（権利保釈の除
外事由に加害のおそれを追加）

３３年 証人等威迫罪の新設

４９年
三菱重工ビル爆破事件（犯罪被害者給
付制度の必要性が議論される）

５５年 犯罪被害者等給付金支給法公布

６０年

犯罪防止及び犯罪者の処遇に関する第
７回国際連合会議（「犯罪及びパワー
濫用の被害者のための司法の基本原則
宣言」を採択）

平成 ２年 日本被害者学会設立

７年
地下鉄サリン事件（被害者の精神的被
害の深刻さが広く認識される）

８年 警察庁が「被害者対策要綱」を策定

１０年 全国被害者支援ネットワーク設立

１１年

光市母子殺人事件（「全国犯罪被害者
の会（あすの会）」設立へ）

検察庁が「被害者等通知制度」を実施
日弁連が犯罪被害者支援委員会を設置
政府が「犯罪被害者対策関係省庁連絡
会議」設置

１２年
犯罪被害者保護２法公布（遮蔽措置、
被害者等の意見陳述の制度等の導入）
少年法の一部改正

１３年 ＤＶ防止法公布

１６年
犯罪被害者等基本法公布
以後、５年ごとに「犯罪被害者等基本
計画」を策定

１９年
児童虐待法防止法等公布
刑事訴訟法の一部改正（被害者参加制
度等の創設）

２８年
刑事訴訟法の一部改正（証人等の氏名
等の秘匿措置の制度等の創設）

令和 ３年
山口県犯罪被害者等支援条例公布
山口県犯罪被害者等支援推進協議会設
置

５年
刑事訴訟法等の一部改正（録音録画媒
体を主尋問に代えることができる制度
等の創設）

知っていますか？

被害に遭うということ

様々な場面で支援策が講じられています。これは、
被害に遭った人たちが肉体的・精神的に大きな影響
を受けることを意味しています。
このことをみんなが忘れなければ、新たな
被害者の発生を減らすこともできるはずです。

被害届等の提出

捜査（事情聴取等）

起訴

裁判（証人尋問等）

判決

不起訴

裁判後の連絡

損害賠償
命令等

犯罪被害の発生
通常、捜査機関への被害の届出
により、捜査が開始します。

被害の状況を一番知っている被
害者にも事情をお尋ねします。
各機関支援員がサポートします。

損害賠償などのため、検察庁で、
事件記録を閲覧することができ
る場合があります。

裁判所で被害の状況を証言し
ていただくことがあります。

①氏名等の秘匿の措置、②
付き添い、③遮蔽措置、④ビデ
オリンク方式、などの配慮が可
能な場合があります。

裁判への被害者の参加や意
見陳述の制度もあります。

検察庁から、犯人の刑務所での
処遇状況や出所状況を通知す
ることができます。

氏名を
秘匿し
た起訴
ができ
る場合
があり
ます。



検事に聞いてみました！！ 検事になるためには、司法試験に合格した後、司法修習を終
え、法務省が行う面接に合格すれば検事に任官できます。

● 検察官を志した理由は

私は、高校生の頃、受験する大学の学部を選択する際、「時間とお金を使って４年間
も大学に通うのだから、大学での勉強や経験が将来の職業に直接生かせるようにした
い。」と思いました。

そこで、法学部に入り、司法試験を受けることに決めました。

さらに、司法試験合格後を見据えたとき、事件の現場に直接足を運んだり、

医師等の他の分野の専門家に話を聞きに行ったりする非常にアクティブな

職種というイメージを抱いていた検察官という職業に魅力を感じ、検察官

を志すようになりました。

● 学生時代にしていたこと、皆様へメッセージを

学生時代はバレーボール部に入って６人制のバレーをやっていましたが、

先輩もおらず、部員も６人だったため、楽しく部活をしていました。

検察庁に入って、業務内容が分かってきましたが、特に捜査や公判に関する仕

事では警察等関係機関と連携して、安全・安心な社会を実現していくなど魅力あ

る仕事となっていますので、是非、検察庁に興味を持ってもらい、業務説明会等に参

加してみてください。

● 検察事務官の仕事内容、

やりがいがや魅力は

私が担当する公判事務では、

犯罪の被害を受けられた方へ事

件の処分などをお知らせする「被

害者通知制度」というものがあり、

事件の処分結果、刑事裁判の結果など

の情報を被害者の方々へ提供しておりま

す。また、被害者の方が検察庁へ被害相談

などができる「被害者ホットライン」を設け

ており、電話だけでなく、ファックスの利用も

可能となっております。犯罪の被害に遭って相談

などがしたい場合には、お気軽にご利用ください。

検察事務官の仕事は検察官とともに事案の真相を追究

することに仕事のやりがいを感じます。

また、検察事務官も、検察官と同様、被疑者の取調べなども

やったりすることができるなど非常に魅力があると思います。

● 検察事務官を

志した理由は

私は、昭和の時代に公務

員試験に合格しましたが、漠

然と社会貢献ができる公務員に

なろうと思っていました。

当時は、業務説明もなく、またパソコ

ンや携帯電話も普及していなかったので

検察庁の仕事内容はほぼ分からない状況で

その中で検察庁から面接の連絡が入り、事件

の捜査や公判などの仕事をするといった話を伺

い、興味があったことから、検察事務官を志望し

ました。

ある１日のスケジュール

検察事務官になるためには、国家公務員採用試験合格者
のうち、検察庁の面接試験に合格すれば採用されます。

検察官は、刑事事件の捜査を行い、起訴するか不起訴にするかを決定し、起訴した場合には、裁
判で被告人の犯罪を証明し適正な処罰を求めます。刑が確定した後は、刑の執行指揮もします。

（山口地検下関支部検事・
静岡県立静岡高校平成２２年卒）

（被害者支援担当・
山口県立萩高校昭和６１年卒）

検察事務官は、検察官を補佐したり、検察官から指揮を受けて、捜査、公判活動に従事したり、事
件記録や証拠品の受理手続きを行うほか、総務、会計といった一般的な事務をしています。

ある１日のスケジュール

検察事務官に聞いてみまし た！ ！

昼食

被疑者の
取調べ

被害者の
取調べ

公判準備

事件相談

昼食

司法面接
打ち合わせ

統計処理・
決裁

会議の準
備

会議
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● 検察官の仕事内容、やりがいや魅力は

捜査の中でいろいろな人から話を聞いて、いろいろな分野
の知識を学ぶことができるという点に魅力を感じています。

この仕事をしていなければ出会えなかった、話を聞く

ことがなかった方々がたくさんいます。

また、転勤が多い仕事ですので、いろいろな場所

で生活できるということも魅力です。他方、

事件や事故を扱うという大きな責任を伴う

仕事ですので、楽しいことばかりでは

ありませんが、その責任を感じながら

仕事をこなすことにやりがいを

感じています。

● 学生時代にしていたこと、皆様へのメッセージを

今回このメッセージを読んでくれた方々には、検察庁という

役所や、検察官、検察事務官という仕事を少しだけ知って

もらえたと思います。

学生の方々は進路に悩むことも多いと思いますが、

もし「大学に行くつもりだけど、その後の将来が

想像できない。」「将来就きたい仕事が決まら

ない。」という方がいたら、検察官や

検察事務官という仕事に就くことも選択肢

の一つにしてもらえたらと思います。

検察庁では、皆様に検察庁の仕事

内容をご紹介する活動もしている

ので、お気軽にお問い合わせ

ください。


